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動物愛護条例を制定

人と動物に優しいまちへ

　草加市議会６月定例会において、「草加市動物の愛護及び管理に関する条例」が全会一致で可決・成立しました。令和６年８月１日から施行されます。
　この条例は、人と動物とが共生し調和のとれた地域社会の推進に寄与することによって、人と動物に優しいまちをつくることを目的に定めています。
　草加市議会初の政策条例の提案となり、意欲的な超党派議員らでつくるＷＧ（ワーキンググループ）を中心に、条例案を検討し、素案を作成しました。
期数や会派に関わらず条例制定を目的としたＷＧを結成したことも当議会では初の試みとなり、議会改革の促進に繋がりました。

条例のポイント

　埼玉県との協力について明記すると
ともに、市及び飼い主の災害時の対応
等について具体的に記しました。

　飼い主のいない猫との関わりについ
て、無責任な餌やり等の行為と地域猫
活動との違いを明記しました。

　条例に、市・市民・飼い主になろう
とする者・飼い主・動物取扱業者の責
務をそれぞれ明記することで、人と動
物に優しいまちを目指します。
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令和５年４月～

令和６年８月１日
令和６年６月定例会

条例施行

ＷＧで協議スタート
本市の課題や条例に盛り込む
事項などを意見交換しました。

令和６年１月～

草加市役所くらし安全課、
庶務課及び危機管理課と
意見交換をしました。

パブリックコメントを実施し、
草加市では初となるインターネットの
回答フォームによる受付を行いました。

草加市動物の愛護及び
管理に関する条例が
全会一致により
可決・成立しました。

生活衛生課からは、市町村にお願い
したいこととして、
①災害発生時における避難所のペット
　受け入れ体制の整備
②動物・ペットの問題・課題への
　対処など説明を受けました。

草加保健所、埼玉県保健医療部
生活衛生課と意見交換

令和６年
４月２４日～５月２３日

条文等詳細

議員の発案により「草加市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定


